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１ 計画策定の趣旨                                

 日本の社会保障制度は、疾病や障害・介護・出産・子育てといった属性や段階における

リスクや課題を想定し、その解決を目的として、それぞれ現金給付や福祉サービスを行う

ことで、国民皆保険・皆年金の達成や生活保護、高齢者介護、障害福祉、児童福祉など、

属性別や対象者のリスク別の制度が発展し、専門的支援が提供されるようになった経緯が

あります。 

一方で、社会的孤立をはじめとして、生きるうえで困難・生きづらさを抱えていても既

存の制度の対象となりにくいケースや、いわゆる「8050問題（注1）」、介護と育児のダブル

ケア（注2）、ヤングケアラーなど個人や世帯が複数の生活上の課題を抱えている状況も見え

てきました。 

急激な少子高齢化の進行による地域の支え合い機能の低下等により、こうした課題が顕

在化し、貧困や虐待など、これまで社会が抱えてきた課題も多く存在する中では、家族や

福祉人材など、これまで「支え手」であった方々だけではなく、誰もがこうした課題を「我

が事」として支え合いに参加し、共に生きる地域共生社会の実現に取り組む必要がありま

す。 

 

本県においては、平成 30 年度～令和７年度までを計画期間とする「新潟県健康福祉ビ

ジョン（平成 31 年４月改定）」を策定し、その中で市町村の自主的な地域福祉計画の達

成を支援してきました。今般、地域福祉を取りまく状況の変化や「社会福祉法」の改正等

を踏まえ、「新潟県地域福祉支援計画」を策定し、地域共生社会の実現に向けて取組を進

めていきます。 

 

２ 計画の性格・位置づけ                                    

 

〇 この計画は、「社会福祉法」第 108条に規定する「都道府県地域福祉支援計画」とし

て、広域的な観点から、市町村の地域福祉の支援に関する事項を定める計画として策定

するものです。 

また、地域共生社会の実現に向けて、今後目指していく県全体の地域福祉の姿や方向

性、施策を示すものであり、市町村が策定する地域福祉計画のガイドラインとなるもの

です。 

〇 この計画は、「新潟県総合計画」を福祉の分野から推進するための部門計画であると

ともに、地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、

共通的な事項を横断的に記載する、いわゆる福祉分野の「上位計画」として位置づけら

れるものです。 

 
（注1） 「80」代の親が、ひきこもっている「50」代の子どもの生活を支える状況。 
（注2） 子育てと、親や親族の介護を同時に担う状態。 

第１章 計画の概要 
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〇 県が既に策定している他の計画と対象分野が重なる部分については、その規定の全部

又は一部を引用することとし、その対応関係を整理します。 

 

 

社会福祉法（抜粋） 

（都道府県地域福祉支援計画） 

第１０８条 都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる

広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体

的に定める計画（以下「都道府県地域福祉支援計画」という。）を策定するよう努める

ものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共 

通して取り組むべき事項 

二 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項 

三 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項 

四 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達の 

 ための基盤整備に関する事項 

五 市町村による地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備 

の実施の支援に関する事項 

２ 都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定し、又は変更しようとするときは、 

あらかじめ、公聴会の開催等住民その他の者の意見を反映させるよう努めるととも 

に、その内容を公表するよう努めるものとする。 

３ 都道府県は、定期的に、その策定した都道府県地域福祉支援計画について、調査、 

分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該都道府県地 

域福祉支援計画を変更するものとする。 
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分野別計画 

○ 計画の位置付け 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３ 計画の期間                                      

   

○ 新潟県総合計画に合わせ、令和８年度から 14 年度までの７年間を計画期間として策

定します。 

 

○ 地域福祉を取りまく状況の変化等を踏まえ、６つの施策体系ごとに数値目標を定め、

毎年度、数値目標の進捗管理を行い、中間年となる令和 11 年度に新潟県社会福祉審議

会に実施状況を報告し、意見を聴きながら、計画の進捗管理を行います。 

 

【参考】主な関連計画の計画期間 

 

分野 計画名 R6 R7 R8 R9 

福祉全般 地域福祉支援計画 前計画※1(H30～R7) 現計画(R8～R14) 

高齢者 高齢者保健福祉計画※2  現計画(R6～R8) 改定計画(R9～R11) 

障害者 障害者計画※2 前計画(H29～R6) 現計画(R7～R14) 

こども こども計画※2 前計画(R2～R6) 現計画(R7～R11) 

その他 

自殺対策計画 前計画(H29～R6) 現計画(R7～R14) 

再犯防止推進計画 前計画(R2～R7) 現計画(R8～R12) 

総合計画 前計画(H30～R6) 現計画(R7～R14) 

 ※１「新潟県健康福祉ビジョン」のことをいう。 

※２ 計画の位置付け図（P４）に記載されている一体化又は包含されている計画の計

画期間も同様 

市
町
村
地
域
福
祉
計
画 

 

                ◆市町村の地域福祉推進の 

支援に関する事項 

新
潟
県
総
合
計
画 

支援 

連携 

市町村 県 
新潟県地域福祉支援計画 

（障害者計画） 
障害福祉計画・障害児福祉計画・視覚障
害者等の読書環境の整備の推進に関する

計画 

（こども計画） 
子ども・子育て支援事業計画・次世代
育成支援対策推進法に基づく都道府県

行動計画・自立促進計画 等 

その他、福祉、保健、医療及
び生活関連分野における各種
計画・指針・事業等 

○地域における高齢者の福祉、

障害者の福祉、児童の福祉そ

の他に関して共通して取り組

むべき事項 

○市町村の地域福祉推進の支援 

○地域福祉を担う人づくり 

○地域福祉サービスの基盤づく

り 

○地域生活課題の解決に向けた

包括的支援体制整備の支援 

（高齢者保健福祉計画） 
老人福祉計画・介護保険事業支援計画・

認知症施策推進計画 

※詳細な関連計画等については別表参照 
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４ 別表（関係計画）                               

 

N
o

県
計
画
名

分
類

根
拠
法
令

計
画

名
（

法
定

の
名

称
）

一
体
化
し
て
策
定
又
は
包
含
さ
れ
る
計
画

担
当
課

老
人

福
祉

法
第

2
0
条

の
９

老
人

福
祉

計
画

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

・
認

知
症

施
策

推
進

計
画

と
一

体
的

に
策

定
高

齢
福

祉
保

健
課

介
護

保
険

法
第

1
1
8
条

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

老
人

福
祉

計
画

・
認

知
症

施
策

推
進

計
画

と
一

体
的

に
策

定
高

齢
福

祉
保

健
課

認
知

症
基

本
法

第
1
2
条

共
生

社
会

の
実

現
を

推
進

す
る

た
め

の
認

知
症

基
本

法
に

基
づ

く
都

道
府

県
計

画
老

人
福

祉
計

画
・

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

と
一

体
的

に
策

定
高

齢
福

祉
保

健
課

2
新

潟
県

障
害

者
計

画
福

祉
の

分
野

別
計

画
障

害
者

基
本

法
第

1
1
条

第
２

項
障

害
者

計
画

視
覚

障
害

者
等

の
読

書
環

境
の

整
備

の
推

進
に

関
す

る
計

画
障

害
福

祉
課

障
害

者
総

合
支

援
法

第
8
9
条

第
１

項
障

害
福

祉
計

画
障

害
児

福
祉

計
画

障
害

福
祉

課

児
童

福
祉

法
第

3
3
条

の
2
2
第

１
項

障
害

児
福

祉
計

画
障

害
福

祉
計

画
障

害
福

祉
課

4
新

潟
県

自
殺

対
策

計
画

そ
の

他
関

連
計

画
自

殺
対

策
基

本
法

第
1
3
条

第
１

項
自

殺
対

策
基

本
法

に
規

定
さ

れ
る

都
道

府
県

自
殺

対
策

計
画

-
障

害
福

祉
課

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
法

第
6
2
条

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
事

業
計

画
こ

ど
も

基
本

法
に

基
づ

く
「

都
道

府
県

こ
ど

も
計

画
」

ほ
か

６
計

画
と

一
体

的
に

策
定

こ
ど

も
家

庭
課

次
世

代
育

成
支

援
対

策
推

進
法

第
９

条
次

世
代

育
成

支
援

対
策

推
進

法
に

基
づ

く
都

道
府

県
行

動
計

画
こ

ど
も

基
本

法
に

基
づ

く
「

都
道

府
県

こ
ど

も
計

画
」

ほ
か

６
計

画
と

一
体

的
に

策
定

こ
ど

も
家

庭
課

子
ど

も
・

若
者

育
成

支
援

推
進

法
第

９
条

子
ど

も
・

若
者

育
成

支
援

推
進

法
に

基
づ

く
都

道
府

県
子

ど
も

・
若

者
計

画

こ
ど

も
基

本
法

に
基

づ
く

「
都

道
府

県
こ

ど
も

計
画

」
ほ

か
６

計
画

と
一

体
的

に
策

定
こ

ど
も

家
庭

課

こ
ど

も
の

貧
困

の
解

消
に

向
け

た
対

策
の

推
進

に
関

す
る

法
律

第
1
0
条

第
１

項
こ

ど
も

の
貧

困
の

解
消

に
向

け
た

対
策

の
推

進
に

関
す

る
法

律
に

基
づ

く
都

道
府

県
計

画

こ
ど

も
基

本
法

に
基

づ
く

「
都

道
府

県
こ

ど
も

計
画

」
ほ

か
６

計
画

と
一

体
的

に
策

定
こ

ど
も

家
庭

課

母
子

及
び

父
子

並
び

に
寡

婦
福

祉
法

第
1
2
条

母
子

及
び

父
子

並
び

に
寡

婦
福

祉
法

に
基

づ
く

自
立

促
進

計
画

こ
ど

も
基

本
法

に
基

づ
く

「
都

道
府

県
こ

ど
も

計
画

」
ほ

か
６

計
画

と
一

体
的

に
策

定
こ

ど
も

家
庭

課

困
難

な
問

題
を

抱
え

る
女

性
へ

の
支

援
に

関
す

る
法

律
（

困
難

女
性

支
援

法
）

第
８

条
第

１
項

困
難

女
性

支
援

法
に

基
づ

く
都

道
府

県
計

画
配

偶
者

暴
力

防
止

・
被

害
者

支
援

基
本

計
画

と
一

体
的

に
策

定
こ

ど
も

家
庭

課

配
偶

者
暴

力
防

止
法

第
２

条
の

３
第

１
項

配
偶

者
暴

力
防

止
法

に
基

づ
く

都
道

府
県

計
画

困
難

な
問

題
を

抱
え

る
女

性
支

援
基

本
計

画
と

一
体

的
に

策
定

こ
ど

も
家

庭
課

7
新

潟
県

社
会

的
養

育
推

進
計

画
福

祉
の

分
野

別
計

画
都

道
府

県
社

会
的

養
育

推
進

計
画

策
定

要
領

（
厚

生
労

働
省

通
知

）
都

道
府

県
社

会
的

養
育

推
進

計
画

-
こ

ど
も

家
庭

課

8
新

潟
県

再
犯

防
止

推
進

計
画

そ
の

他
関

連
計

画
再

犯
防

止
推

進
法

第
８

条
第

２
項

再
犯

防
止

推
進

法
に

規
定

さ
れ

る
地

方
再

犯
防

止
推

進
計

画
-

福
祉

保
健

総
務

課

9
医

療
介

護
総

合
確

保
促

進
法

に
基

づ
く

新
潟

県
計

画
福

祉
の

分
野

別
計

画
地

域
に

お
け

る
医

療
及

び
介

護
の

総
合

的
な

確
保

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

４
条

第
１

項
医

療
介

護
総

合
確

保
促

進
法

に
基

づ
く

都
道

府
県

計
画

-
地

域
医

療
政

策
課

1
0

新
潟

県
地

域
保

健
医

療
計

画
そ

の
他

関
連

計
画

医
療

法
第

3
0
条

の
４

医
療

計
画

新
潟

県
医

療
費

適
正

化
計

画
地

域
医

療
政

策
課

1
1

健
康

に
い

が
た

2
1

福
祉

の
分

野
別

計
画

健
康

増
進

法
第

８
条

第
１

項
健

康
増

進
計

画
-

健
康

づ
く

り
支

援
課

1
2

新
潟

県
地

域
防

災
計

画
そ

の
他

関
連

計
画

災
害

対
策

基
本

法
災

害
対

策
基

本
法

に
規

定
さ

れ
る

都
道

府
県

地
域

防
災

計
画

-
防

災
企

画
課

1
3

新
潟

県
住

生
活

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
（

新
潟

県
住

生
活

基
本

計
画

）
そ

の
他

関
連

計
画

住
生

活
基

本
法

第
1
7
条

第
１

項
住

生
活

基
本

法
に

規
定

さ
れ

る
都

道
府

県
計

画
新

潟
県

要
配

慮
者

住
宅

供
給

促
進

計
画

都
市

政
策

課

1
4

新
潟

県
要

配
慮

者
住

宅
供

給
促

進
計

画
（

賃
貸

住
宅

供
給

促
進

計
画

）
そ

の
他

関
連

計
画

住
宅

確
保

要
配

慮
者

に
対

す
る

賃
貸

住
宅

の
供

給
の

促
進

に
関

す
る

法
律

第
５

条
第

１
項

住
宅

確
保

要
配

慮
者

に
対

す
る

賃
貸

住
宅

の
供

給
の

促
進

に
関

す
る

法
律

に
規

定
さ

れ
る

都
道

府
県

賃
貸

住
宅

供
給

促
進

計
画

-
都

市
政

策
課

新
潟

県
障

害
福

祉
計

画
3

福
祉

の
分

野
別

計
画

新
潟

県
高

齢
者

保
健

福
祉

計
画

福
祉

の
分

野
別

計
画

1 6

新
潟

県
こ

ど
も

計
画

福
祉
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